
い
つ
ま
で
も
元
気
に
暮
ら
す
た
め
に

は
、
元
気
な
う
ち
か
ら
介
護
予
防
に
取

り
組
む
こ
と
が
大
切
で
す
。

市
で
は
生
活
機
能(

運
動
、
栄
養
、
口

腔
、
心
の
健
康
な
ど)

の
状
態
を
確
認
す

る
た
め
、
65
歳
以
上
で
誕
生
月
が
奇
数

月
の
か
た(

要
支
援･
要
介
護
認
定
を
受

け
て
い
る
か
た
は
除
く)
に
、｢

基
本
チ

ェ
ッ
ク
リ
ス
ト｣

を
お
送
り
し
て
い
ま

す(

送
付
対
象
は
約
３
万
人)
。
　

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
は
、｢

日
用
品
の

買
い
物
を
し
て
い
ま
す
か｣｢

15
分
く
ら

い
続
け
て
歩
い
て
い
ま
す
か｣｢

お
茶
や

汁
物
な
ど
で
む
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

か｣

な
ど
、
介
護
予
防
の
観
点
か
ら
考

え
ら
れ
た
25
項
目
の
簡
単
な
質
問
に
、

｢

は
い｣

か｢

い
い
え｣

で
答
え
て
い
た
だ

く
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。

記
入
後
、
９
月
12
日
(金)
ま
で
ご
返
送

い
た
だ
い
た
か
た
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

状
態
に
合
わ
せ
た｢

ア

ド
バ
イ
ス
票｣

と
介
護

予
防
教
室
の
ご
案
内
を

お
送
り
し
ま
す
の
で
、

ご
自
身
の
健
康
状
態
の

見
直
し
の
た
め
に
お
役

立
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

長
寿
福
祉
課

☎(

８
６
６)

８
７
６
０

平
成
26
年
度
中
に
作
成
す
る
、
申
告

書
を
送
る
封
筒
な
ど
６
種
類
の
印
刷
物

の
広
告
主
を
募
集
し
ま
す
。
入
札
参
加

の
条
件
、
広
告
枠
の
大
き
さ
な
ど
、
詳

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

印
刷
物
の
種
類

u

給
与
支
払
報
告
書

関
係
書
類
用
窓
付
封
筒
　

u

償
却
資
産(

固
定
資
産
税)

申
告
の
手
引
き

u

償
却
資
産
申
告
書
類
用
封
筒
　

u

市
民
税･

県
民
税
申
告
書
用
窓
付
封
筒

u
市
税
の
し
お
り
Ｑ
＆
Ａ
　

u

法
人
市
民
税
用
窓
付
封
筒

入
札
参
加
申
し
込
みu

９
月
12
日
(金)
ま

で
市
民
税
課(
市
役
所
１
階)

へ

入
札
日
時
と
会
場u
９
月
24
日
(水)
午
後

３
時
、
契
約
課
入
札
室(
市
役
所
３
階)

●
問
い
合
わ
せ

市
民
税
課
☎(

８
６
６)
２
０
５
４

来
年
１
月
に
開
催
す
る｢

新
成
人
の

つ
ど
い(

対
象
は
平
成
６
年
４
月
２
日

〜
７
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
か
た)｣

の

案
内
は
が
き
の
裏
面
に
、
広
告
の
掲
載

を
希
望
す
る
事
業
者
を
募
集
し
ま
す
。

印
刷
物
は
今
年
11
月
に
作
成
し
ま

す
。
入
札
参
加
の
条
件
な
ど
、
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

入
札
参
加
申
し
込
みu

９
月
８
日
(月)
か

ら
16
日
(火)
ま
で
、
必
要
書
類
を
生
涯
学

習
室(

山
王
21
ビ
ル
４
階)

へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い

入
札
日
時
と
会
場u

９
月
24
日
(水)
午
前

10
時
、
市
教
育
委
員
会
室(

山
王
21
ビ

ル
４
階)

●
問
い
合
わ
せ
　

生
涯
学
習
室
☎(

８
６
６)

２
２
４
５

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
い
、
低

所
得
者
や
子
育
て
世
帯
の
負
担
を
緩
和

す
る
た
め
、
臨
時
給
付
金
の
申
請
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
申
請
期
限
は
９
月

30
日
(火)
で
す
。
支
給
対
象
者
と
思
わ
れ

る
か
た
は
、
忘
れ
ず
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

■
臨
時
福
祉
給
付
金

申
請
済
み
の
支
給
決
定
者
に
は
、
順

次
、
指
定
さ
れ
た
金
融
機
関
口
座
へ
給

付
金
を
振
り
込
み
し
て
い
ま
す
。
申
請

書
類
な
ど
の
問
い
合
わ
せ
は
、
専
用
コ

ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ
お
電
話
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
　
臨
時
福
祉
給
付
金
コ

ー
ル
セ
ン
タ
ー(

通
話
無
料
、
９
月
30
日

(火)
ま
で
の
平
日
、
午
前
９
時
〜
午
後
５

時)

☎
０
１
２
０-
７
４-

９
２
９
２
　

■
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

申
請
済
み
の
支
給
決
定
者
に
は
、
９

月
下
旬
に
通
知
し
、
10
月
７
日
(火)
に
指

定
さ
れ
た
金
融
機
関
口
座
へ
給
付
金
を

振
り
込
む
予
定
で
す
。
こ
れ
か
ら
申
請

す
る
か
た
に
は
10
月
以
降
、
支
給
の
可

否
な
ど
順
次
結
果
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　
子
ど
も
総
務
課

☎(

８
２
５)

３
５
０
０

現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
被
保
険
者

証
の
有
効
期
限
が
９
月
30
日
(火)
の
か
た

へ
、
新
し
い
被
保
険
者
証
を
世
帯
主
あ

て
に
９
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

簡
易
書
留
で
お
送
り
し
ま
す
の
で
、

受
け
取
る
際
に
受
領
印
が
必
要
で
す
。

不
在
配
達
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
場
合

は
、
通
知
書
に
書
か
れ
て
い
る
連
絡
先

へ
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

新
し
い
被
保
険
者
証
は
、
受
診
の
際

に
必
ず
医
療
機
関
の
窓
口
に
ご
提
示
く

だ
さ
い
。
70
歳
以
上
の
か
た
は
、
負
担

割
合
が
書
か
れ
た｢

国
民
健
康
保
険
高

齢
受
給
者
証｣

も
一
緒
に
窓
口
に
ご
提

示
く
だ
さ
い
。

な
お
、
短
期
被
保
険
者
証
、
被
保
険

者
資
格
証
明
書
を
お
持
ち
の
世
帯
に

は
、
後
日
、
更
新
の
お
知
ら
せ
を
お
送

り
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

国
保
年
金
課
☎(

８
６
６)

２
０
９
７

市役所からの
お知らせ＊市の事業について、詳しくは各課へお問い合わせいただくか、秋田

市ホームページをご覧ください。http://www.city.akita.akita.jp/

２

国こ
く

保ほ

の
新あ

た
ら

し
い
被ひ

保ほ

険
者

け
ん
し
ゃ

証し
ょ
う

を
お
送お

く

り
し
ま
す

市し

役や
く

所し
ょ

の
封
筒

ふ
う
と
う

に
広
告

こ
う
こ
く

を

載の

せ
ま
せ
ん
か

新し
ん

成せ
い

人じ
ん

へ
の
案あ

ん

内な
い

は
が
き

に
広
告

こ
う
こ
く

を
載の

せ
ま
せ
ん
か

介か
い

護ご

の
基き

本ほ
ん

チ
ェ
ッ
ク
リ

ス
ト
を
ご
返へ

ん

送そ
う

く
だ
さ
い

臨り
ん

時じ

給き
ゅ
う

付ふ

金き
ん

の
申し

ん

請せ
い

は

９
月
30
日
(火)
ま
で

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

８



自
主
的
か
つ
継
続
的
に
地
域
の
景
観

ま
ち
づ
く
り
活
動
を
行
う
団
体
に
対

し
、
市
民
協
働
に
よ
る
景
観
づ
く
り
を

推
進
し
、
地
域
の
特
性
を
活
か
し
た
景

観
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
景
観
ま
ち
づ
く
り
活
動
支
援
助
成

金
を
交
付
し
ま
す
。

対
象
事
業u

市
内
の
一
定
の
地
域
を
対

象
と
し
た
景
観
ま
ち
づ
く
り
活
動
に
関

す
る
事
業
で
、
地
域
の
景
観
ル
ー
ル
導

入
の
た
め
、
ま
た
は
地
域
の
景
観
向
上

の
た
め
に
行
う
も
の

対
象
団
体u

①
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
団
体

①
秋
田
市
景
観
条
例
第
16
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
団
体

②
地
域
の
景
観
ま
ち
づ
く
り
活
動
を
行

う
団
体
で
、
市
長
が
認
め
る
団
体

事
前
相
談
の
申
し
込
みu

事
業
の
詳
細

に
つ
い
て
は
、
都
市
計
画
課(

市
役
所

４
階)

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い

●
問
い
合
わ
せ

都
市
計
画
課
☎(

８
６
６)

２
１
５
２

国
土
交
通
省
で
は
、｢

雄
物
川
水
系
河

川
整
備
計
画(

素
案)｣

に
対
す
る
ご
意
見

を
募
集
し
て
い
ま
す
。
計
画
の
素
案
や

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
秋
田
河
川
国
道
事

務
所
、
同
茨
島
出
張
所
、
市
道
路
建
設

課(

市
役
所
４
階)

、
雄
和
市
民
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
、
湯
沢
河
川
国
道
事
務
所

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

な
お
、｢

意
見
を
聴
く
場｣

を
９
月
30

日
(火)
午
後
７
時
〜
９
時
、
雄
和
市
民
サ

ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
開
催
し
ま
す
。
意

見
の
発
表
に
は
事
前
申
込(

９
月
10
日

(水)
午
後
５
時
ま
で)

が
必
要
で
す
。
詳

し
く
は
左
記
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

湯
沢
河
川
国
道
事
務
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.thr.m

lit.go.jp/yuzaw
a/

意
見
の
提
出
▼

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
添
付

し
た
は
が
き
、
ま
た
は
右
記
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
の
意
見
募
集
書
き
込
み
欄
で
10
月

３
日
(金)
ま
で
募
集
し
て
い
ま
す

●
問
い
合
わ
せ
　

湯
沢
河
川
国
道
事
務
所
調
査
第
一
課

☎
０
１
８
３(

７
３)

５
５
４
４

    
泉
の
平
和
公
園
と
豊
岩
の
南
西
墓
地

の
使
用
者
を
、
下
表
の
と
お
り
募
集
し

ま
す
。
下
記
の
窓
口
で
募
集
案
内
を
配

布
し
ま
す
の
で
、
よ
く
読
ん
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

対
象
▼

①
〜
③
を
す
べ
て
満
た
す
か
た

①
市
内
に
住
所
ま
た
は
本
籍
が
あ
る

②
遺
骨
を
埋
蔵
す
る
墓
地
が
な
く
、
寺

院
や
自
宅
に
一
時
保
管
し
て
い
る

＊
生
前
申
し
込
み
、
分
骨･

改
葬
な
ど

は
対
象
外
で
す
。

③
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
独
立
し
た
生

計
を
営
む
保
証
人
を
届
け
出
で
き
る

受
付
窓
口
▼

生
活
総
務
課(

市
役
所
分
館

３
階)

、
北
部･

西
部･

河
辺･

雄
和･

南

部
の
各
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
ア

ル
ヴ
ェ
駅
東
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

申
し
込
み
▼

９
月
８
日
(月)
か
ら
26
日
(金)

ま
で
の
平
日
、
午
前
８
時
30
分
〜
午
後

５
時
15
分(

駅
東
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
は

午
前
９
時
か
ら)

。
申
込
多
数
の
場
合
、

10
月
２
日
(木)
午
前
10
時
か
ら
、
市
役
所

２
階
正
庁
で
公
開
抽
選
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
会
場
敷
地
内
で
の
墓
石
販
売
な

ど
の
営
業
行
為
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い

●
問
い
合
わ
せ

生
活
総
務
課
☎(

８
６
６)

２
０
７
４

雄お

物も
の

川が
わ

の
川か

わ

づ
く
り
に

関か
ん

す
る
意い

見け
ん

を
募ぼ

集し
ゅ
う

地ち

域い
き

の
景け

い

観か
ん

ま
ち
づ
く
り

活か
つ

動ど
う

を
行お

こ
な

う
団だ

ん

体た
い

に
補ほ

助じ
ょ

＊飯島の北部墓地の使用者も募集中です(河辺墓
地の募集は終了しました)。詳しくはお問い合
わせください。

平へ
い

和わ

公
園

こ
う
え
ん

と
南
西

な
ん
せ
い

墓
地

ぼ

ち

の

使し

用
者

よ
う
し
ゃ

を
募
集

ぼ
し
ゅ
う

し
ま
す

河辺･雄和地域内において、森林所有者が

自己所有林に放置している｢林地残材丸太(長

さ１～２m、末口10cm以上)｣を、地域通貨

｢リン｣と交換できる｢河辺雄和森林資源活用

地域通貨プロジェクト｣を実施しています。

リン券(上写真)を、河辺雄和商工会に加盟

している商店で使用することで、森林整備の

促進と地域商店街の活性化にもつながりま

す。ぜひご活用ください。

搬入は、地域通貨発行プロジェクト委員会

事務局に連絡(電話番号は下記)の上、月曜から

土曜までの午前９時30分～午後４時30分に、

七曲工業団地内(河辺)の秋田ペレット㈱へ。

地域通貨発行プロジェクト委員会☎(882)3652
事務局u秋田中央森林組合(河辺和田字上中野184-２)

秋
田
ペ
レ
ッ
ト
㈱

森
林
所
有
者

①林地残材の
搬入(各自)

林地残材を搬出して
地域通貨券と交換

河
辺
雄
和
商
工
会

加
盟
店
で
利
用

３

②計量票交付

③計量票とリン券を交換
(残材１ｍで4,800円分の券)

④リン券で
買い物

林地残材の搬入からリン券使用までの流れ

９月15日（月・祝）、施設の保守点検のため西
部市民サービスセンターが臨時休館します。
住民票の写しなどを発行する自動交付機は、
通常どおり使用できます。☎(888)8080

広報あきた　平成26年９月５日号９


